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Abstract: 

Biodiversity offset which was born in the United States as ecological compensatory 

mitigation was introduced flourishingly in Germany, Australia and more than 50 

countries. Finally discussion about the introduction of biodiversity offset began in 

Japan with Aichi Prefecture holding CBD COP10 in 2010. It is important to discuss 

this issue from various points of view. This paper arranged and proposed 14 attributes 

of a biodiversity offsetting which are going to be reviewed in EIA process from view 

point of author’s almost 30 year experience on research of biodiversity 

offset/banking. 
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１．はじめに 

今年（2014 年）6 月 30 日に環境省主催の「環境影

響評価と生物多様性オフセットワークショップ」が東

京で開催されたが，開催案内のリリースと同時に全席

が予約で埋まったほどたいへんな関心の高さだったと

いう．私事で恐縮であるが最初にこのテーマを日本に

紹介したのは，筆者がカリフォルニア州のリゾート開

発に伴う環境アセスメントと代償ミティゲーション

（生物多様性オフセット）事業に従事した 1980 年代

後半のことである 1)．当時は，世界でもアメリカのカ

リフォルニア州やフロリダ州ぐらいしか実質的な生物

多様性オフセットは行われておらず，日本ではまだ名

称も概念もまったく知られていなかった．筆者もこの

ワークショップで「代償ミティゲーションから里山バ
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ンキングまで －アメリカ事例と国内の試み」2)と題

する話をさせていただいたが，これまでの長い年月を

感じると同時に，日本における生物多様性オフセット

の法制化はこれからが本番だという思いを新たにした． 

図１に示すように，世界ではこの間，アメリカに続

きドイツなどの EU 諸国，オーストラリア，カナダな

どの先進諸国だけではなく，ブラジルや南アフリカな

どの途上国を含めて合計 53 か国で生物多様性オフセ

ットを法制化している 3)．また，国際社会では，CBD

（国連生物多様性条約），IAIA（国際影響評価学会），

TEEB（生態系と生物多様性の経済学），BBOP（ビジネ

スと生物多様性オフセットプログラム）などにおいて，

生物多様性保全の推進力としての生物多様性オフセッ

トの有効性を認め，その促進を支援している 4)．  

一方，日本では高度成長期から今日まで続く経済，

開発最優先の風潮の中，環境影響の未然防止という環

境アセスメント本来の目的は形骸化し，最も重要視さ

れるべき回避ミティゲーション（事業の中止や場所の

変更など）という代替案あるいは環境保全措置の検討

については結果として置き去りにされてきた 5)． 

図２にミティゲーションヒエラルキーを示す．我が

国において，ミティゲーションヒエラルキーの最初に

くる回避ミティゲーションの検討がなされないことと

最後の手段である代償ミティゲーション（生物多様性

オフセット）が検討されないこととは密接な関係があ

る．回避と代償はトレードオフの関係にあるからであ

る．本来のミティゲーションヒエラルキーでは回避で

きなければ代償するしかない．しかし，回避がなけれ

ば代償もなく，代償がなければ回避もないという状況

を結果的に容認することになってしまう． 

ミティゲーションヒエラルキーに沿った評価手続

きは複数案評価を基本とする環境アセスメントの骨格

そのものである．そしてミティゲーションヒエラルキ

ーの中の核心が最後の代償ミティゲーション（生物多

様性オフセット）である 8)．したがって，これからの

日本の環境アセスメントの実効性を高めるためには，

ミティゲーションヒエラルキーに沿った評価を義務付

け，回避しても最小化（環境影響評価法では「低減」）

してもどうしても残る悪影響については代償ミティゲ

ーションを義務付けることが必要である． 

 

図 1 生物多様性オフセットの制度化国 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ ミティゲーションヒエラルキー3) 4) 5) 6) 7) 

 

なお日本でも広義の生物多様性オフセット制度がまっ

たく存在しなかったわけではない．表１にこれまで我

が国で制度化された生物多様性オフセット制度を示し

た．このような先進事例は一部にあるものの，一般論

として自然を復元・創造したりその成果を評価したり

することに対する倫理的かつ生物学的な疑問が根強く

3)，これらの事例以降，新たな制度化はなかった．とこ

ろが 2010 年の生物多様性条約第 10 回締約国会議の名

古屋開催の前後から，専門家や行政の間で，生物多様

性オフセットの必要性に関する議論が再び活発になっ

てきた．同会議で「2020 年までに生物多様性の損失を

止めるために効果的かつ緊急な行動を実施する」とい

う「愛知目標」が採択され，その具体的な手段として

国際社会において認められつつある生物多様性オフセ

ットに再び，注目が集まったからである． 

日本では同条約に基づく生物多様性国家戦略が策

定されてから自治体による地域戦略策定も盛んになり

つつある．これらのローカルな戦略においては，生物

多様性オフセットその経済的手法である生物多様性バ

ンキングの候補地を保全すべき地域に重ねて示すなど

の工夫が期待される．表１の愛知県「自然環境の保全
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と再生のガイドライン」はその先頭を切って具体化し

たものであり，冒頭の環境省主催のワークショップも

そのような流れを国としてリードしていこうというイ

ベントだったと認識している． 

本稿は，このような生物多様性オフセット議論の高

まりを受けて，今後，日本のどこかで生物多様性オフ

セット制度の導入を検討する際に顕在化すると予想さ

れる論点を抽出し，整理したものである．これらの判

断は，筆者が 1980年代後半以降，アメリカでの実際の

生物多様性オフセット事業に従事した経験，諸外国の

生物多様性オフセットに関する制度や事業についての

独自の調査や IAIA,BBOP,CBDなどの会議への参加を通

して得られた知見，そして環境アセスメントを含む日

本の環境政策に従事してきた経験に基づくものである． 

 

２．生物多様性オフセットの論点 

表２-１から表２-１４まで，生物多様性オフセット

事業ならびにその制度の在り方を検討する際に特に重

要であると考えられる 14 の論点を示した．基本的に

番号の若い順に優先順位が高いことを示している．こ

れらの論点はすべてより良い生物多様性オフセットの

実現のためには重要な論点であるが，これらを全部満

たしていなければ生物多様性オフセットと言えないと

いうわけではない．むしろこれらの論点に留意するこ

とでより良い日本版の生物多様性オフセットを実現す

ることができると考えている．なお本稿では便宜的に，

開発事業などの人間行為により失われる生態系やハビ

タットを「損失ハビタット」，それに対して生物多様性

オフセットによって代償される生態系やハビタットを

「代償ハビタット」と称した． 

表２-１の「質」の例では，クヌギ-コナラ林の消失

に対して同様なクヌギ－コナラ林を復元，保護して確

保する場合にはインカインド，損失ハビタットとは異

なるがこの地域でより希少性が高い湿地生態系を新た

に確保する場合にはアウトオブカインドとなる．生物

多様性オフセットは，その地域の自然環境情報やそれ

に関する政策の有無によって保全する対象が変わる可

能性がある．特に生物多様性地域戦略と連携した生物

多様性バンキング地の地域指定などが明示される場合

は，アウトオブカインドでも優先順位が高くなること 

 

もあり得る．保全政策における優先順位が重要となる． 

表２-２の「空間配置」については，開発区域として

周辺の土地を併せて広く確保している場合，損失ハビ

タットと隣接して代償ハビタットを確保できる可能性

が出てくる．しかし，一般的には開発区域は開発のた

めの最小限の土地であることが多く，やむを得ずにオ

フサイトに代償ハビタットの土地を確保しなければな

らないことが多いだろう．また，その地域の地域戦略

に沿った生物多様性バンキングを利用する場合にはこ

の優先順位が変わり得る．オフサイトの場合は，生態

学的には同じ流域内であるか，行政的には同じ行政区

域内であるかなどがさらなる論点である． 

表２-３の「保全地域」は，国や自治体の自然公園や

自然保護区のような自然環境を保全する指定の網がか

かった地域で生物多様性オフセットが行われるかとい

う観点である．前項の生物多様性地域戦略に示された

表 1 日本における生物多様性オフセット制度 2) 

制度名 種類 年 

逗子市の良好な都市環境を

つくる条例 

まちづくり条例 

環境アセスメント 

1992 

清水市興津川の保全 

に関する条例 

流域森林保全条例 

適用事例なし 

1992 

環境影響評価法 

基本的事項 

環境アセスメント 

法だが，義務なし 

1997 

志木市自然再生条例 公共事業条件 

適用事例 3件ほど 

2001 

愛知県「自然環境の保全と

再生のガイドライン」 

開発誘導ガイド 

試行（2014-2016） 

2013 

 

 表２-１ 生物多様性オフセットの質（機能やサービ

スを含む） 

# 名称 概要 

1 インカインド 代償ハビタットは損失ハビタットと同

様の質を有する 

2 アウトオブカ

インド 

代償ハビタットは損失ハビタットと異

なる質を有する 

 

表２-２ 生物多様性オフセットの空間配置（面積，

連続性） 

# 名称 概要 

1 オンサイト 代償ハビタットは開発区域内あるいは

隣接地 

2 オフサイト 代償ハビタットは開発区域から離れた

場所 
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バンクというのは，法的には指定されていないが地域

の自然環境保全の観点から保護や復元の優先順位が高

いエリアのことである．既に法的に守られているエリ

アで生物多様性オフセットの追加的な保全活動を行う

ことは費用や労力の重複になりかねないため注意する

必要がある．現実には，法的に地域指定されている保

全地域の中にも荒廃が進んでいるところが少なくない．

生物多様性オフセットをそういったエリアの修復の手

段として導入することも検討すべきであろう． 

表２-４の「面積」は，開発によって埋め立てられる

湿地の面積 10ha に対して，生物多様性オフセットで

新たに確保される湿地の面積が 10ha 以上か未満かと

いうことである．アメリカでは生物多様性オフセット

として人工的な生態系の復元や創造を新たに行った場

合にはその生態系が自然に近いものになるまで時間が

かかることを HEP（ハビタット評価手続き）9) 10)などに

よる計算から勘案し，通常，損失面積以上の「直接的

な代償」（表２-１２参照）を義務付けられる．一方，

ヨーロッパやオーストラリアではそのような考え方は

あまり適用されていない．日本のように代償ミティゲ

ーションが義務化されていない国では基本的に損失面

積に対して代償面積はゼロであり，”Better than 

nothing”という考え方の可能性もあろう． 

表２-５の「ノーネットロス・ネットポジティブイン

パクト」では，損失ハビタットと比べて代償ハビタッ

トが同等の質と量（面積）を有する場合はノーネット

ロス，それ以上はネットポジティブインパクトあるい

はネットゲインである．何をもってノーネットロスあ

るいはネットポジティブインパクトと認識するのかそ

れは各国，各自治体の制度や評価手法に依らざるを得

ない（表２-１２参照）．最近では，ヨーロッパ企業を

中心にノーネットロスということばを自社の環境憲章

に位置付ける企業が増えてきており，生物多様性保全

分野の一般への普及の成果と捉えられると同時に今後，

これらの専門用語の形骸化やグリーンウォッシング

（greenwashing）に留意しなければならない. 

表２-６の「時間・タイミング」については，日本の

開発事業の現状では開発の後で環境保全対策が始まる

のが一般的である．特に生態系復元や創造には少なく

とも数年以上の年月が必要になるため，開発以前に代

 

償ハビタットが確保されるなど通常では考えにくい．

これは，アメリカ，ドイツ，オーストラリアで盛んな

生物多様性バンキング（In-Lieu Feeプログラムを含

む）11) 12)を利用する場合にのみ可能になるものである．

その意味でも，個別対応の生物多様性オフセット事業

よりも，まとまった生物多様性バンキングの利用の優

先順位が高いといえる． 

表２-７の「定量的生態系評価」は，HEPなどの定量

的生態系評価を用いて損失ハビタットならびに代償ハ

ビタットの双方を評価し比較しているものは定量評価

ありとする．定量評価は，計画時だけではなく，将来

の維持管理計画（表１３）においても重要である．ま

た，前述したように植物を対象としているのか，動物

表２-３ 生物多様性オフセットと保全地域との関係 

# 名称 概要 

1 保全地域外 代償ハビタットは法的に指定され，保

護，管理されている保全地域外 

2 保全地域内 代償ハビタットは法的に指定され，保

護，管理されている保全地域内 

 
表２-４ 生物多様性オフセットの面積 

# 名称 概要 

1 同面積以上 代償ハビタットの面積は損失ハビタッ

トの面積以上 

2 同面積未満 代償ハビタットの面積は損失ハビタッ

トの面積未満 

 
表２-５ 生物多様性オフセットのﾉｰﾈｯﾄﾛｽ(NNL)･ﾈｯﾄ

ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｲﾝﾊﾟｸﾄ(NPI) 

# 名称 概要 

1 ﾉｰﾈｯﾄﾛｽ･ﾈｯﾄﾎﾟ

ｼﾞﾃｨﾌﾞｲﾝﾊﾟｸﾄ 

代償ハビタットは質，空間的に損失ハ

ビタットと同等(NNL)かそれ以上(NPI) 

2 ネットロス 代償ハビタットは質，空間的に損失ハ

ビタット未満 

 
表２-６ 生物多様性オフセットの時間・タイミング 

# 名称 概要 

1 オンタイム 開発以前に代償ハビタットが確保され

ている 

2 オフタイム 開発によるハビタット消失の後で代償

ハビタットの確保が行われる 

 
表２-７ 生物多様性オフセットの定量的生態系評価 

# 名称 概要 

1 定量評価有り 損失ハビタットと代償ハビタットの定

量評価を計画時や事業後に行っている 

2 定量評価無し 損失ハビタットと代償ハビタットの定

量評価を行わない 
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も対象としているのか，両者を対象としているのか，

いずれにしても守るべき対象を明確にし，それに見合

った定量評価手法を用いることが重用である． 

表２-８の「実施主体」では，開発事業者が環境コン

サルタントなどに委託するなどして自ら生物多様性オ

フセット事業を計画し実行する場合と，生物多様性バ

ンクを利用するなど第三者に生物多様性オフセットを

完全に委託する場合が考えられる．日本では筆者が提

案している，地域の自治体や NPOや地元企業が連携し

て里山の復元や維持管理を行う中に生物多様性オフセ

ットを組み込む日本型生物多様性バンキング，「里山バ

ンキング」13) の利用も後者に位置付けられる． 

表２-９の「出資者」については，先行している欧米

諸国では，基本的に生物多様性オフセットは，経済的

利益のために開発事業を計画する開発事業者がその責

任を取るという PPP（Polluter Pays Principle）が前提条

件になっている．一方，日本では開発事業者にすべて

の責任を負わせるのではなく，自然からの利益を受け

る一般市民を含めたより広い対象から責任を取る受益

者負担 BPP（Beneficiaries Pays Principle）が比較的強い．

さらに両者のバランスをとるという方法も考えられる

が，後述する法的義務との関係から言えば少なくとも

PPPを重要視すべきであろう． 

表２-１０の「ミティゲーションヒエラルキー・複数

案」は，回避ミティゲーション（事業の中止，事業の

場所の回避など）の検討を行い，それでも残る悪影響

に対しては最小化ミティゲーション（規模の縮小，各

種汚染防止対策など）の検討を行い，それでも残る守

るべき生態系やハビタットに対する悪影響（消失など）

に対して代償ミティゲーション，即ち生物多様性オフ

セットを計画しているかという観点である． 

本来，ミティゲーションヒエラルキーは，ノーアク

ション案（完全回避ミティゲーションのこと）を含む

複数案評価を骨格とする環境アセスメント制度に明確

に位置付けられるべきものである．環境影響評価法で

は環境省の生態系アセスメントのガイドライン 14) に

このことが示されているものの法自体には明確な規定

がない．同法の「基本的事項」にその定義や優先順序

の解説もなく「回避，低減，代償」の文言が示されて

い る た め ， 実 際 の 準 備 書 や 評 価 書 の 環 境

保全措置の記述には「～回避・低減できる～」などと

いう意味不明な文章が横行し，環境アセスメントを形

骸化させている一因になっている．一刻も早く法や条

例においてミティゲーションヒエラルキーの定義と優

先順序を示すことが必要である． 

表２-１１の「環境アセスメント」は，生物多様性オ

フセットの提案が情報開示や住民参加のプロセスを有

する環境アセスメントの手続きやその延長で提案され

たのかという観点である．日本の場合，環境アセスメ

ントのスクリーニングの目がほぼ規模要件のみであり

またその目が大きいため，環境アセスメントの対象事

業は極めて少ないのが現状である．法や条例の環境ア

セスメント制度のスクリーニング基準の改定が必要で

ある．もちろん社会に対する説明責任として自主的な

環境アセスメントを実施することもあろう． 

表２-１２の「対象行為」とは，生態系の復元，創造，

表２-８ 生物多様性オフセットの実施主体 

# 名称 概要 

1 事業主 事業者自らが生物多様性オフセット事

業を実施する 

2 事業主以外 In-Lieu Feeを含む生物多様性バンキン

グなどに委託して第三者が実施する 

 
表２-９ 生物多様性オフセットの出資者 

# 名称 概要 

1 PPP：汚染者負

担原則 

事業者自らが生物多様性オフセット事

業を実施する 

2 BPP：受益者負

担原則 

In-Lieu Feeを含む生物多様性バンキン

グなどに委託して第三者が実施する 

 

表２-１０ 生物多様性オフセットとミティゲーショ

ンヒエラルキー・複数案の関係 

# 名称 概要 

1 ヒエラルキー

順守 

「回避→最小化（低減）→代償」とい

う段階的検討がなされている 

2 ヒエラルキー

無関係 

回避や最小化の検討がなされていない 

 

表２-１１ 生物多様性オフセットと環境アセスメン

トの関係 

# 名称 概要 

1 環境アセスメ

ント有り 

環境アセスメント手続きの中や延長で

検討されている 

2 環境アセスメ

ント無し 

環境アセスメントは行われていない 
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保護などの狭義の生物多様性オフセット事業を行うこ

とを直接的と称し，狭義の生物多様性オフセットに寄

与する環境教育や研究支援などを行っている大学研究

室に経済的な支援を行うなどの間接的な行為と区別し

ている．ここではむしろ，オーストラリアや EU諸国な

どではこのような間接的な行為も広義の生物多様性オ

フセットに含まれることに注意すべきである．ただし，

オーストラリアの例ではノーネットロスまでは「直接

的オフセット」で代償する義務があり，それ以上のネ

ットポジティブインパクトの部分についてのみ「間接

的オフセット」での代償が認められている（表２-５参

照）． 

表２-１３の「将来計画・事後評価・土地所有形態」

とは，事後評価方法，成功基準ならびに将来の代償サ

イトの土地所有形態を含めた将来計画が存在するかと

いう観点である．アメリカでは環境アセスメントにお

ける所管官庁との協議の延長上に生物多様性オフセッ

トの将来計画に関する協議がある．その中で開発事業

者は，提案する生物多様性オフセット事業のマスター

プランとともに，土工事，灌漑工事，植栽工事などの

初期の工事の完了後の最初の 5年間についてのメンテ

ナンス計画，年ごとの成功基準を含む生態系評価計画，

将来的な土地所有計画を提出しなければならない１）．

土地所有計画については，アメリカでは生物多様性オ

フセット・サイトは未来永劫，開発は許可されないた

め，開発事業者はそのような土地の所有を嫌がり，自

治体や NGOなどに譲渡するのが一般的である． 

表２-１４の「法的義務」は，もっとも大きな論点で

ある．即ち，生物多様性オフセットの実施が法や条例

によって義務付けられているかどうかという観点であ

る．先進国の中で生物多様性オフセットが義務付けら

れていないのは現状では日本だけである．一方で，生

物多様性オフセットを法的に義務付けることこそが，

生物多様性バンキングで生産されるクレジットの市場

を形成し，自然復元や維持・管理などに関わる新たな

産業を分化させ深化させることも，アメリカなど先行

している国々の経験から明らかである．環境保全に関

する規制や義務が産業を低下させるという日本の従来

からの考え方から脱し，むしろそれを活かすことでこ

の分野の日本の国際競争力を増強できると考えている． 

 

３．生物多様性オフセットの定義と義務に関する考

察 

以上のような生物多様性オフセットの論点を用い

て生物多様性オフセットの在り方を検討する際，生物

多様性オフセットの「定義」と「義務」について十分 

に理解しておくことが必要である． 

まず，「生物多様性オフセット（ Biodiversity 

Offset）」という呼び方とその定義についてである．こ

れは主にヨーロッパやオーストラリアの生物多様性保

全分野の専門家が，アメリカの「代償ミティゲーショ

ン（Compensatory Mitigation）」を学び自国に導入しよ

うとした際，アメリカと異なる呼称にしたかったこと，

また，ヨーロッパでは既に普及しているカーボン・オ

フセットの成功に倣い「オフセット」という用語を用

いればより普及しやすいと考えたことから，最近の国

際社会での呼称は生物多様性オフセットで統一されて

いる．余談になるが，カーボン・オフセットに対して

CO2 排出を金で処理することが否定的に捉えられて

いるのと同様，お金を使って自然をオフセットする（置

き換える）という表現は自然への冒涜であると捉える

傾向のある日本では，オフセットという呼称はむしろ

マイナスであった 3)． 

そのため，「代償ミティゲーション」といった場合の

定義，即ちアメリカの連邦政府と各州の定義と，「生物

表２-１２ 生物多様性オフセットの対象行為 

# 名称 概要 

1 直接的

（Direct） 

生態系やハビタットの復元，創造，保

護などの直接的行為 

2 間接的

(Indirect) 

研究支援や教育など，生物多様性オフ

セットに寄与する間接的行為 

 

表２-１３ 生物多様性オフセットの将来計画・事後

評価・土地所有形態 

# 名称 概要 

1 長期計画あり 将来の土地所有形態や事後評価方法を

含む長期的維持管理計画がある 

2 長期計画なし 長期的維持管理計画がない 

 

表２-１４ 生物多様性オフセットの法的義務 

# 名称 概要 

1 法的義務あり 法的義務によって行われている 

2 法的義務なし 法的義務はなく自主的に行われている 
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多様性オフセット」といった場合の定義，即ち，EU 諸

国やオーストラリアを含む諸外国およびその諸自治体

の定義の間には違いがあることを理解する必要がある． 

アメリカはこの分野に関するもっとも長い歴史を

有するため，関連する制度，体制，技術，産業などが

最も整理され充実している．一方，EU 諸国やオースト

ラリアなどはアメリカに比べるとまだ試行錯誤の段階

のものが多く，生物多様性オフセットの定義は多様で

ありかつアメリカの制度に比べると法的義務も生物学

的配慮もかなり緩い制度になっている． 

わかりやすい例が，アメリカ政府が資金提供しなが

らもヨーロッパやオーストラリア勢の専門家が中心に

なって策定した BBOP の生物多様性ガイドライン

(2012)である．これは世界共通のガイドラインとして

生物多様性オフセットに関わる様々な事柄の標準化を

試みたものであるが 4)，これと既存のアメリカの基準

を比較すると，BBOP ガイドラインは相当，緩い内容

になっている．したがって，世界共通のガイドライン

といっても，生物多様性の豊かな日本がこの BBOP ガ

イドラインをそのまま模範とすることは不適切である． 

生物多様性オフセットの義務化を考える際，法的義

務と生物学的あるいは生態学的義務の２つの側面があ

り，その評価に対しても同様に法的コンプライアンス

と生物学的コンプライアンスの２つの側面があるとい

うことを認識しなければならない．例えばドイツで行

われているような金銭によるオフセットの場合，所定

の金銭を支払えば生物多様性オフセットを完了したと

法的には認められるわけであるが，このことと実際に

破壊される自然に対して行われる自然の復元・創造・

保護などを含むオフセット事業が生物学的にもコンプ

ライアンスを果たしているか否かはまったく別の問題

である． 

開発事業による自然の損失と生物多様性オフセッ

トによる自然の利益をどう定量的に比較評価できるの

か，という話題は最近の日本でも活発になっているが，

ここでも法的コンプライアンスと生物学的コンプライ

アンスの問題がつきまとう．例えばオーストラリアで

使われているハビタットヘクタールという手法はアメ

リカで開発された HEP の「質（植生）×面積」の部分

を応用したものといえるが，ハビタットヘクタールで

は植生だけを評価してノーネットロスやネットポジテ

ィブゲインを判断している．HEP ではそこに生息する

野生動物のハビタットとして植生も含め野生生物の生

存必須条件を評価しており，HEP に比べると極めて簡

易な評価手法になっている．生物多様性の保全を評価

する際，植生だけの調査でも法的コンプライアンスは

評価しようとすればできないことはないが，生物学的

コンプライアンスとしては不十分である．日本のよう

に都市化がスプロール的に進行する国土では現在でも

多様な野生動物種の多様なハビタットが消失し続けて

おり，生物多様性オフセットを植生条件だけで判断す

るのは極めて問題である．もちろんすべての生物種を

評価対象とすることは非現実的かつ不可能であるため，

HEP で行うように生態系を代表する生物種あるいは

ギルド，守るべき希少種などに評価対象を絞ることが

重要であろう．また，実務用の評価手法として筆者ら

が開発している「かんたん HEP」のように，HEP の理

念は踏襲しながらもHSIモデルの部分などを簡略化す

る努力も必要である 14)． 

 

４．おわりに 

これまでの筆者の生物多様性オフセットに係る経

験から，今後日本において生物多様性オフセットの在

り方を検討する際に重要になると考えられる論点を

14項目抽出し，それぞれについて優先順位を付け，今

後の日本での導入を踏まえた考察を行った． 

今後，生物多様性オフセットの日本への導入を念頭

に置おくと，これら 14項目の論点についてそれぞれ，

環境アセスメント制度，生物多様性地域戦略などの地

域計画，環境 NPO-市民-企業-地方行政という地域主体

のマルチステークホルダー間の地域連携との関係性を

明らかにしていくことが望ましい． 

この論文を書いている時に，広島市の集中豪雨によ

る大規模な山崩れの被害が TV で報道されていた．こ

のような災害は気候変動が進むにつれ広島市に限らず

これから日本中で増加するであろう．いうまでもなく，

このような災害は本来，開発してはならない自然のエ

リア，即ち，山裾，湿地，川沿い，海岸沿いなどの“エ

コトーン”エリアの無秩序な開発が根本原因である．

今回のテーマである生物多様性オフセットは，野生生
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物のハビタットのみの保全を目的としているのではな

い．生態系の一員である我々人間の生存基盤の健全性

や安全を守ることにこそ本来の目的があるといえる．

そのためには，野生動物にとって重要なハビタットで

あるエコトーンエリアを，自然域と都市域の間のバッ

ファーゾーンやエコロジカルコリドーとして再編成す

ることが急務である．そのためには開発側の資金や労

力を活用して新たな緑地を形成することができる生物

多様性オフセットや生物多様性バンキングの導入は鍵

となろう．人々の安全と生物多様性保全というこれか

らの日本のニーズを実現するこれらの仕組み導入の検

討を国だけではなく全国の自治体において早急に始め

るべきである． 
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